
誓  約  書 

(生前承継用) 

 

吹田市長あて 

 

 

  吹田市有       墓地 第           番に所在する墓地区画について、 

使用者              名義の当該墓地区画の使用権を生前承継するにあたり、吹

田市有墓地条例第６条に基づき、当該条例及び関係法令を遵守します。 

 この生前承継に際して、異議を申し立てる者が現れるなど問題が生じた場合は、譲渡人お

よび譲受人の双方の責任において解決いたします。 

 また、問題が解決されるまでの間、新たな焼骨の埋蔵、改葬、分骨などは、墓地、埋葬等

に関する法律第１３条により、これを認められなくとも異議は申し立てません。 

 

                          令和    年     月    日 

 

       

譲渡人  

                   住 所                                  

                   氏 名                        

 

 

              譲受人       

                   住 所                                  

                   氏 名                         

 

 

※ 譲渡人、譲受人の氏名のあとに実印を捺印し、印鑑登録証を添付すること 

 


